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筑西市
ちくせいし

訓令
くんれい

第１号
だい ごう

 

 

筑西市
ちくせいし

障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する職 員
しょくいん

対応
たいおう

要 領
ようりょう

を次
つぎ

のように定
さだ

める。 

平成
へいせい

２９年
   ねん

１月
  がつ

２５日
   にち

 

筑
ちく

西
せい

市長
しちょう

 須
す

 藤
とう

   茂
しげる

 

 

 

筑西市
ちくせいし 

障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

職 員
しょくいん

対応
たいおう

要 領
ようりょう

 

 

（趣旨
しゅし

） 

第１条
だい じょう

 この要 領
ようりょう

は、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

２５年
    ねん

法律
ほうりつ

第６５号
だい   ごう

。以下
い か

「法
ほう

」という。）第
だい

１０ 条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

に基づき
もと    

、本市
ほ ん し

の職 員
しょくいん

（以下
い か

「職 員
しょくいん

」という。）が 障
しょう

害
がい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関し
かん  

適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な事項
じこう

を定める
さだ    

ものとする。 

（定義
ていぎ

） 

第 ２ 条
だい  じょう

 この要 領
ようりょう

において、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲げる
かか    

用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、当
とう

該
がい
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各号
かくごう

に定める
さだ    

ところによる。 

⑴ 障 害
しょうがい

  身体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精神
せいしん

障 害
しょうがい

（発達
はったつ

障 害
しょうがい

を含
ふく

む。

）その他
  た

の心
しん

身
しん

の機能
きのう

の障 害
しょうがい

をいう。 

⑵ 社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

  障 害 者
しょうがいしゃ

（障 害
しょうがい

及び
およ  

社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

により継続
けいぞく

的
てき

に 日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受ける
う   

状 態
じょうたい

にある者
もの

を

いう。以下
い か

同じ
おな  

。）にとって日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むうえで

障 壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制
せい

度
ど

、慣 行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一
いっ

切
さい

のものをいう。 

（基本
きほん

方針
ほうしん

） 

第 ３ 条
だい  じょう

 この要 領
ようりょう

の基
き

本
ほん

方
ほう

針
しん

は、 障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推
すい

進
しん

に関
かん

する基
き

本方針
ほんほうしん

（平成
へいせい

２７年
ねん

２月
がつ

２４日
か

閣議
かくぎ

決定
けってい

）の定
さだ

めるとこ

ろによる。 

（差別的
さべつてき

取 扱
とりあつか

いの禁止
きんし

） 

第
だい

４ 条
じょう

 職 員
しょくいん

は、事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

（以下
い か

「事務
じ む

事業
じぎょう

」という。）を 行
おこな

うに当
あ

たり、 障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

として 障
しょう

害
がい

者
しゃ

でない者
もの

と不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いをすることにより、 障
しょう

害者
がいしゃ

の権利
けんり

利益
りえき

を侵害
しんがい

してはならない。 

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

） 

第
だい

５ 条
じょう

 職 員
しょくいん

は、事務
じ む

事業
じぎょう

を行 う
おこな  

に当
あ

たり、障 害 者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社
しゃ

会
かい

的
てき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表 明
ひょうめい

があった場
ば

合
あい

におい
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て、その実施
じっし

に 伴 う
ともな  

負担
ふたん

が過
か

重
じゅう

でないときは、障 害
しょうがい

者
しゃ

の権利
けんり

利益
りえき

を侵 害
しんがい

することとならないよう、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の性
せい

別
べつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に応
おう

じて、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

（以下
い か

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」という。）の提 供
ていきょう

をしなければならない。 

２ 職 員
しょくいん

は、前 条
ぜんじょう

及び
お よ  

前項
ぜんこう

の規定
き て い

を順 守
じゅんしゅ

するため、別 表
べっぴょう

に定
さだ

める

事項
じこう

について 十
じゅう

分
ぶん

に留意
りゅうい

するものとする。 

（監督者
かんとくしゃ

の責務
せきむ

） 

第
だい

６ 条
じょう

 職 員
しょくいん

のうち課長
かちょう

相当
そうとう

職
しょく

以上
いじょう

の 職
しょく

にある者
もの

（以下
い か

「監督
かんとく

者
しゃ

」という。）は、前
ぜん

２ 条
じょう

に掲
かか

げる事項
じこう

について、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする

差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

するため、次
つぎ

に掲げる
かか    

事項
じ こ う

を実施
じ っ し

しなければなら  

ない。 

⑴ 日 常
にちじょう

の執務
しつむ

を通
つう

じた指導
しどう

等
とう

により、 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差
さ

別
べつ

の

解 消
かいしょう

について、その監 督
かんとく

する 職 員
しょくいん

の注 意
ちゅうい

を喚起
かんき

し、 障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

に関する
かん    

認
にん

識
しき

を深
ふか

めさせること。 

⑵ 障 害 者
しょうがいしゃ

から不
ふ

利益
りえき

な取
とり

扱
あつか

い、合理
ごうり

的
てき

配慮
はいりょ

の不
ふ

提 供
ていきょう

に対
たい

する相
そう

談
だん

、苦情
くじょう

の 申
もうし

出
で

等
とう

があった場合
ば あ い

は、速
すみ

やかに 状 況
じょうきょう

を確 認
かくにん

するこ

と。 

⑶ 前号
ぜんごう

の規定
きてい

による相談
そうだん

等
とう

に係
かか

る事実
じじつ

があることを確
かく

認
にん

した場
ば

合
あい

は、

監督
かんとく

する職 員
しょくいん

に対
たい

し、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

を適
てき

切
せつ

に 行
おこな

うよう指導
し ど う
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すること。 

２ 監督者
かんとくしゃ

は、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

に関する
かん   

問題
もんだい

が生 じ た
しょう    

場合
ばあい

は、

迅速
じんそく

かつ適
てき

切
せつ

に対処
たいしょ

しなければならない。 

（懲 戒
ちょうかい

処分
しょぶん

等
とう

） 

第
だい

７ 条
じょう

 職 員
しょくいん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

し不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取
と

り 扱
あつか

いをし、又
また

は、

過重
かじゅう

な負
ふ

担
たん

がないにもかかわらず合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

を 怠
おこた

った場合
ばあい

に

おいて、当該
とうがい

行為
こ う い

等
とう

の態
たい

様
よう

、 状 況
じょうきょう

等
とう

が筑西市
ちくせいし

職 員
しょくいん

の懲 戒
ちょうかい

処分
しょぶん

等
とう

の基準
きじゅん

（平成
へいせい

２８年
ねん

訓令
くんれい

第
だい

３号
ごう

）別 表
べっぴょう

に掲
かか

げる非
ひ

違
い

行為
こ う い

に該当
がいとう

する

と市長
しちょう

が認
みと

める場合
ばあい

は、懲 戒
ちょうかい

処分
しょぶん

の対 象
たいしょう

となるものとする。 

（相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

） 

第
だい

８ 条
じょう

 市長
しちょう

は、 職
しょく

員
いん

による 障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

について、 障
しょう

害
がい

者
しゃ

及
およ

びその家
か

族
ぞく

その他
た

の関
かん

係者
けいしゃ

（以下
い か

「障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

」という。）から

の相談
そうだん

に的確
てきかく

に対応
たいおう

するため、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

主管課
しゅかんか

に相談
そうだん

窓
まど

口
ぐち

を置
お

く。  

２ 市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

の相談
そうだん

を受
う

ける場合
ばあい

は、相談
そうだん

を行 う
おこな  

者
もの

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、

状 態
じょうたい

等
とう

に配
はい

慮
りょ

し、対面
たいめん

によるほか電話
でんわ

、ファックス、電
でん

子
し

メールその

他
た

障 害 者
しょうがいしゃ

が他者
たしゃ

とコミュニケーションを図
はか

る際
さい

に必要
ひつよう

とする多様
たよう

な手
しゅ

段
だん

（以下
い か

「意思
い し

確認
かくにん

手段
しゅだん

」という。）を可能
かのう

な範囲
はんい

で用意
ようい

して対
たい

応
おう

す

るものとする。 

３ 市長
しちょう

は、第
だい

１項
こう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

にあった相談
そうだん

について、相談
そうだん

を 行
おこな

った者
もの
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の個人
こじん

情
じょう

報
ほう

その他
た

プライバシーに係
かか

る事項
じこう

の保護
ほ ご

に十 分
じゅうぶん

に留意
りゅうい

した

うえ、関係
かんけい

各機関
かくきかん

で情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

を図
はか

り、以後
い ご

の相談
そうだん

において活用
かつよう

する

ものとする。 

４ 市長
しちょう

は、第
だい

１項
こう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

について、必要
ひつよう

に応
おう

じて機能
き の う

等
とう

の見
み

直
なお

しその他
た

改
かい

善
ぜん

を図
はか

る施策
せ さ く

を講
こう

じ、その 充 実
じゅうじつ

に努
つと

めるものとする。 

（研 修
けんしゅう

、啓発
けいはつ

等
とう

） 

第
だい

９ 条
じょう

 市長
しちょう

は、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、職
しょく

員
いん

に対
たい

し、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

の徹
てっ

底
てい

並
なら

びに障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるために

必
ひつ

要
よう

な研 修
けんしゅう

及び
およ  

啓発
けいはつ

を 行
おこな

うものとする。 

（補則
ほそく

） 

第
だい

１０ 条
じょう

 この要 領
ようりょう

に定
さだ

めるもののほか障 害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解
かい

消
しょう

の推進
すいしん

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じこう

は、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 

 

附
ふ

 則
そく

 

 

この訓令
くんれい

は、公布
こうふ

の日
ひ

から施行
しこう

する。 

 

 

 


